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■支給例

●この場合は、対象の子ども２人× 36,000 円＝ 72,000 円
が世帯主に支給されます。

●この場合は、対象の子ども１人×36,000円＝36,000円が
世帯主に支給されます。

●この場合は、対象の子ども１人×36,000円＝36,000円が
世帯主に支給されます。

建設
デザイン班
からの
お知らせ

工事名（施工場所）

工事概要
①延長、幅員
②環境に影響を及ぼす可能性がある点
③環境に配慮した点

④事業費
⑤請負業者名

⑥工期
⑦工事担当班

小田中学校校舎屋上
防水改修工事

（寺村）

①防水改修面積校舎３棟 1625.2㎡
②特になし
③特になし

④ 18,165,000 円
⑤㈱日本防水松山工業所

⑥ 21 年４月 18 日
　～７月 31 日
⑦建設デザイン班

大瀬小学校屋内運動場
屋根改修工事

（大瀬中央）

①大屋根嵌合式立平葺き 852.2㎡
　ウレタン防水 157.0㎡
②特になし　③特になし

④ 9,906,750 円
⑤成岡板金㈲

⑥ 21 年４月 17 日
　～７月 31 日
⑦建設デザイン班

都市農村交流施設整備
事業（汲み上げ装置設置）
工事（五十崎）

①揚水ポンプ
　（直径 40 × 130m × 7.5kw）
②特になし　③特になし

④ 4,588,500 円
⑤田村ボーリング㈱

⑥ 21 年４月 14 日
　～７月 15 日
⑦建設デザイン班

町道袖藪線
舗装新設工事（論田）

①施行延長Ｌ＝ 768.8m
②特になし
③特になし

④ 23,730,000 円
⑤東亜道路工業㈱大洲出張所

⑥ 21 年４月 21 日
　～８月 19 日
⑦建設デザイン班

町道本町田中線
舗装補修工事

（内子～城廻）

①施工延長Ｌ＝ 739.8m
②特になし
③再生合材の使用

④ 18,028,500 円
⑤㈱ブリッジカンパニー

⑥ 21 年４月 18 日
　～７月 21 日
⑦建設デザイン班

町道坂町八日市線
舗装工事

（内子）

①施工延長Ｌ＝ 150.0m
②特になし
③再生合材の使用

④ 5,208,000 円
⑤㈱ブリッジカンパニー

⑥ 21 年４月 18 日
　～６月 30 日
⑦建設デザイン班

小田深山遊歩道
（安芸貞橋）補修工事
（中川）

①木床版取り替え工Ａ＝ 46m
　耐風索取り替え工Ｌ＝ 74m
②特になし　③特になし

④ 5,822,250 円
⑤㈱上田組

⑥ 21 年４月 18 日
　～７月 31 日
⑦建設デザイン班

上重松集会所
移転改修工事

（上重松）

①木造平屋建　74.81㎡
　移転・改修・よう壁・基礎解体撤去
②特になし　③特になし

④ 5,382,300 円
⑤中岡建設㈱

⑥ 21 年４月 17 日
　～７月 21 日
⑦建設デザイン班

都市農村交流施設
既設建物撤去工事

（五十崎）

①解体工事　709.42㎡
②特になし
③低騒音、低排出ガスの重機の使用

④ 16,065,000 円
⑤久保興業㈱

⑥ 21 年６月 17 日
　～８月 20 日
⑦建設デザイン班

公共工事の発注状況をお知らせします
　内子町は平成18 年12 月にＬ
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認証を取得し、町が発注する公共工事も環境に配慮するよう
努めています。21 年度第１四半期（４月～６月）に発注した事業費300 万円以上の工事を公表します。

【問い合わせ】産業建設課  環境整備班  環境係、または建設デザイン班  管理係
☎（０８９３）４４－２１１１　

21 年度版「子育て応援特別手当」が支給されます
　21 年４月 10 日に決定された経済危機対策の一環として、現在の厳しい経済情勢の中で
幼児教育期の負担に配慮するため「子育て応援特別手当」が支給されます。
　なお、この政策は 21 年度限りのものです。
【問い合わせ】

住民福祉課  保健福祉班  児童福祉係　☎（０８９３）４４－２１１１
内子総合窓口センター（内子分庁内）　☎（０８９３）４４－２１１２ 
小田支所　☎（０８９２）５２－３１１１

■対象
　21 年度に、小学校就学前３年間に該当する子ども。
　（平成 15 年４月２日～ 18 年４月１日生まれ）
■手当の額
　対象者１人当たり…36,000 円
■申請方法
⑴  詳しい案内や申請書などを、12 月上旬に対象となる世

帯主に送付します。
⑵  世帯主は、届いた書類に必要事項を記入し、必要な書類

を添えて、指定の場所で申請手続きを行ってください。
⑶  申請書を確認後、届け出された口座に給付金を振り込み

ます。

▪ＤＶ被害などで住民登録ができない場合
　ＤＶ（夫や恋人からの女性に対する暴力行為）被害な
どのため、住んでいる市区町村に住民登録ができない場
合は、子育て応援特別手当の事前申請を受け付けます。
■事前申請の手続き方法
　現在住んでいる市区町村へ「事前申請書」を提出して
ください。申請書は、役場、配偶者暴力相談支援セン
ター、婦人相談所、厚生労働省ホームページなどで入手
できます。
■事前に必要な書類
①ＤＶ被害者であることが確認できる書類
　例：配偶者暴力相談支援センターや婦人相談所が発行
　　　する証明書、保護命令決定書の謄本または正本
②振り込み口座の通帳の写し

■事前申請期間　10 月１日（木）～ 30 日（金）
※この期間を過ぎると事前申請は受け付けられません。
　この場合は、住民登録がされている市区町村へ郵送な
　どにより申請を行います。（世帯主からの申請が受け
　付けられる前に手続きを行う必要があります）
■申請後の流れ
　事前申請書に基づいて住民登録がされている市区町村
へ連絡し、給付対象者を世帯主からＤＶ被害者に変更し
ます。
　その後、事前申請書を提出した市区町村ではなく、住
民登録がされている市区町村から、子育て応援特別手当
が支給されます。なお、支給の時期は各市区町村によっ
て異なります。　

◦世帯主 ◦第１子
H15.5.1 生

◦第２子
H17.6.1 生

◦第３子
H20.7.1 生

例１

支給対象 支給対象

◦世帯主 ◦第１子
H17.6.1 生

例２

支給対象

◦世帯主 ◦第１子
H10.5.1 生

◦第２子
H17.6.1 生

◦第３子
H20.7.1 生

例３

支給対象

どうして支給対象を小学校就学前３年間に限定
したのですか。Ｑ．
子育て応援特別手当は幼児教育期の負担に配慮
する目的で支給されます。一般には、保育所ま
たは幼稚園に通う年齢の時期を幼児教育期とし
ているため、小学校就学前３年間を対象にして
います。

Ａ．

手当の支給先は誰になりますか。Ｑ．
支給対象者と同居している世帯主に対して支給
されます。なお同居する世帯員は、世帯主の代
理人となることができます。

Ａ．

20 年度の子育て応援特別手当とは違い、第１子
まで支給対象を拡大したのはどうしてですか。

20 年度は、幼児教育期の負担に配慮するととも
に、多子世帯の負担軽減という観点から支給さ
れました。今年度の支給は、個人所得の減少な
ど引き続き経済情勢が厳しいことをふまえて、
幼児教育期の負担に広く配慮することを目的と
して、第１子まで拡大しています。

Ｑ．
Ａ．


